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                                                    改正  平成１２年  ３月１６日  
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第１  一般原則  

 

１  報告  

 入札に付そうとし、又は入札に付した工事について入札談合に関する情報（以下

「情報」という。）があった場合は、当該工事を担当する部局長（以下「担当部局

長」という。）は、談合情報報告書（別記様式１）により、速やかに岐阜県入札制

度運営調査委員会（以下「運営調査委員会」という。）事務局（以下「事務局」と

いう。）へ報告する。  

 

２  調査の必要性の検討  

 １により報告を受けた場合は、運営調査委員会は、調査の必要性の有無について

審議をするものとする。  

 

 

第２  具体的対応  

 

 １  入札執行前に情報を把握した場合  

 

  （１）  調査の必要性の検討等  

      ア  調査に値する場合  

          運営調査委員会が調査に値すると認めた場合は、（２）以下の措置を取る。  

      イ  調査に値しない場合  

     運営調査委員会が調査に値すると認めた場合以外の場合は、担当部局長は、下  

    記の措置を取った上、入札を執行する。  

       ・  入札に際し、すべての入札参加者から誓約書（別記様式２）を提出させる。  

      ・  入札執行後談合の事実が認められた場合には入札を無効とする旨の警告を行  

     う。  

 

  （２）  事情聴取  

     担当部局長は、入札参加者全員に対し速やかに事情聴取を行う。  

     事情聴取は、入札執行前に行うものとする。この場合において、必要があると  

    きは、入札執行日時を繰下げた上で、事情聴取を行う。  

          担当部局長は、事情聴取終了後、聴取結果について事情聴取書を作成する。  

          担当部局長は、事情聴取の結果、談合の事実があったと認められるときは、直  

    ちに運営調査委員会に報告するものとし、それ以外の場合は（３）以下の措置を  

    取る。  

 

  （３）  事情聴取の結果、談合の事実があったと認められる場合以外の対応  

     ア   担当部局長は、次の手順により入札手続きを開始する。  

       ・  第１回の入札に際し、入札参加者に一定の場合における契約の取り止めの確  

     認並びに誓約書（別記様式２）及び工事費内訳書を提出させた後、開札を行う。  

       ・  開札の結果、情報と異なった結果となった場合には契約を締結し、情報どお  

     りの結果となった場合には契約を保留するものとする。  



       ・   契約を保留した場合、担当部局長は、工事費内訳書を点検し、必要に応じ、  

      事情聴取を行うものとする。  

     イ  担当部局長は、工事費内訳書点検結果を事情聴取結果等と併せ運営調査委員会  

    へ報告する。  

         運営調査委員会は、担当部局長の工事費内訳書点検結果及び事情聴取結果等に  

    基づき、談合の事実の有無及び今後の対応について審議するものとする。  

     ウ  談合の事実があったと認められる場合の対応  

         運営調査委員会が談合の事実があったと認めた場合には、担当部局長は、入札  

     を無効とする。また、その経緯について公正取引委員会に通知（別記様式３）す  

    る。  

          この場合、併せて誓約書の写し及び入札調書（開札調書）の写しを送付する。  

     エ  談合の事実が確認できない場合の対応  

         運営調査委員会は、落札者と契約するのが妥当か否かの決定をするものとする。 

         運営調査委員会が落札者と契約しないのが妥当と決定した場合には、担当   

  部局長は、以後の契約手続を取り止め、その経緯について公正取引委員会に通知  

    （別記様式３）する。  

          また、運営調査委員会が落札者と契約するのが妥当と決定した場合も、担当部

局長は、その経緯について公正取引委員会に通知（別記様式３）する。  

     なお、上記それぞれの場合、併せて誓約書の写し及び入札調書（開札調書）の  

    写しを送付する。  

 

 

 【電子入札による場合は、１について、次のように取り扱うものとする。】  

 

 １  入札執行前に情報を把握した場合  

 

 （１）  調査の必要性の検討等  

     ア  調査に値する場合  

         運営調査委員会が調査に値すると認めた場合は、（２）以下の措置を取る。  

     イ  調査に値しない場合  

         運営調査委員会が調査に値すると認めた場合以外の場合は、担当部局長は、入  

    札を執行する。  

         担当部局長は、入札参加者から誓約書（別記様式２）を提出させた上、落札者  

    と契約を締結する。  

 

 （２）  事情聴取及び運営調査委員会に対する報告  

     ア  担当部局長は、入札を実施し、開札の結果、情報と異なった結果となった場合  

    には、入札参加者から誓約書（別記様式２）を提出させた上、契約を締結し、情  

    報どおりの結果となった場合には契約を保留するものとする。  

     イ  契約を保留した場合、担当部局長は、入札参加者全員に対し速やかに事情聴取  

    を行う。  

     ウ  担当部局長は、事情聴取終了後、聴取結果について事情聴取書を作成する。  

         担当部局長は、事情聴取の結果、談合の事実があったと認められるときは、直  

       ちに運営調査委員会に報告するものとし、それ以外の場合は（３）以下の措置を  

    取る。  

 

 （３）  事情聴取の結果、談合の事実があったと認められる場合以外の対応  

     ア  担当部局長は、入札参加者から工事費内訳書及び誓約書（別記様式２）を提出  

       させる。  

     イ  担当部局長は、工事費内訳書を点検し、必要に応じ、事情聴取を行うものとす  

    る。  

    ウ  担当部局長は、工事費内訳書点検結果を事情聴取結果等と併せ運営調査委員会  

    へ報告する。  



        運営調査委員会は、担当部局長の工事費内訳書点検結果及び事情聴取結果等に  

    基づき、談合の事実の有無及び今後の対応について審議するものとする。  

    エ  談合の事実があったと認められる場合の対応  

        運営調査委員会が談合の事実があったと認めた場合には、担当部局長は、入札  

    を無効とする。また、その経緯について公正取引委員会に通知（別記様式３）す  

    る。  

         この場合、併せて誓約書の写し及び入札調書（開札調書）の写しを送付する。  

    オ  談合の事実が確認できない場合の対応  

        運営調査委員会は、落札者と契約するのが妥当か否かの決定をするものとする。  

        運営調査委員会が落札者と契約しないのが妥当と決定した場合には、担当部局  

長は、以後の契約手続を取り止め、その経緯について公正取引委員会に通知（別  

記様式３）する。  

         また、運営調査委員会が落札者と契約するのが妥当と決定した場合も、担当部  

局長は、その経緯について公正取引委員会に通知（別記様式３）する。  

     なお、上記それぞれの場合、併せて誓約書の写し及び入札調書（開札調書）の  

    写しを送付する。  

 

 

  ２  入札執行後に情報を把握した場合  

 

  <１ >  契約締結以前の場合  

 

   （１） 調査の必要性の検討等  

      ア  調査に値する場合  

          運営調査委員会が調査に値すると認めた場合は、担当部局長は契約（仮契約を  

    含む。以下<１>において同じ。）締結を保留するとともに、（２）以下の措置を  

    取る。  

      イ  調査に値しない場合  

     運営調査委員会が調査に値すると認めた場合以外の場合は、担当部局長は、入  

    札参加者から誓約書（別記様式２）を提出させた上、落札者と契約を締結する。  

 

   （２） 事情聴取  

          担当部局長は、入札参加者全員に対し速やかに事情聴取を行うとともに、誓約  

    書（別記様式２）を提出させる。  

          担当部局長は、事情聴取終了後、聴取結果について事情聴取書を作成する。  

 

   （３） 運営調査委員会に対する報告  

     担当部局長は、事情聴取終了後、その結果等を運営調査委員会へ報告する。  

          運営調査委員会は、担当部局長の事情聴取結果等に基づき、談合の事実の有無  

    及び今後の対応について審議するものとする。  

 

   （４） 明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合の対応  

 運営調査委員会が明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場

合には、担当部局長は、入札を無効とする。  

          また、その経緯について公正取引委員会に通知（別記様式３）する。  

          この場合、併せて誓約書の写し及び入札調書（開札調書）の写しを公正取引委  

    員会へ送付する。  

 

   （５） 明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得られなかった場合の対応  

          運営調査委員会が明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得られ

なかった場合には、担当部局長は、落札者と契約を締結する。  

          また、その経緯について公正取引委員会に通知（別記様式３）する。  

          この場合、併せて誓約書の写し及び入札調書（開札調書）の写しを公正取引委  



    員会へ送付する。  

 

  <２ >  契約締結以後の場合  

 

   （１） 調査の必要性の検討等  

      ア  調査に値する場合  

          運営調査委員会が調査に値すると認めた場合は、（２）以下の措置を取る。  

      イ  調査に値しない場合  

     運営調査委員会が調査に値すると認めた場合以外の場合は、担当部局長は、入  

    札参加者から誓約書（別記様式２）を提出させた上、工事を続行する。  

 

   （２） 事情聴取  

          担当部局長は、入札参加者全員に対し速やかに事情聴取を行うとともに、誓約  

    書（別記様式２）を提出させる。  

          担当部局長は、事情聴取終了後、聴取結果について事情聴取書を作成する。  

     

  （３） 運営調査委員会に対する報告  

          担当部局長は、事情聴取終了後、その結果等を運営調査委員会へ報告する。  

          運営調査委員会は、担当部局長の事情聴取結果等に基づき、談合の事実の有無  

    及び今後の対応について審議するものとする。  

 

   （４） 明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合の対応  

          運営調査委員会が、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場

合には、担当部局長は、岐阜県建設工事入札参加資格委員会に諮り、契約を解

除するか否かを決定する。  

          担当部局長は、契約を解除した場合には、当該工事請負契約約款に基づき精算  

    手続を行う。  

          担当部局長は、契約を解除しない場合は、工事を続行・完成させる。  

          担当部局長は、これらの場合の経緯について、公正取引委員会に通知（別記様  

    式３）する。  

          この場合、併せて誓約書の写し及び入札調書（開札調書）の写しを公正取引委  

    員会へ送付する。  

 

  （５） 明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得られなかった場合の対応  

          運営調査委員会が明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得られ

なかった場合には、担当部局長は、工事を続行する。  

          また、その経緯について、公正取引委員会に通知（別記様式３）する。  

          この場合、併せて誓約書の写し及び入札調書（開札調書）の写しを公正取引委  

    員会へ送付する。  

 

第３  準用  

 

      このマニュアルは、入札に付そうとし、又は入札に付した物品購入、設計、調査等  

  県が発注して行う工事以外の契約に関し入札談合に関する情報があった場合の対応に  

  ついて、準用するものとする。



別記  

様式１  

 

                          談合情報報告書  

 

                                                             年   月   日  

 

情報を受けた日時  

 

                 年    月   日（   ）     時       分  

 

工 事 名         

 

 

 

発 注 機 関         

 

 

 

工 事 場 所         

 

 

 

予 定 価 格         

 

 

 

工       期  

 

    年   月    日  ～   年    月   日  

 

入札（予定）日時  

 

  年   月    日（   ）     時       分  

 

 

情 報 提 供 者         

 

 

 

 

 

 

情 報 受 信 者         

 

 

 

情 報 手 段         

 

 

 

 

 

 

 

情 報 内 容         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 合 せ 先         

 

 

                                     TEL 

 

 備考  

  情報を受けた日時については、発注機関が情報を受けた日時を記入すること。  

   情報手段については、情報受信者が情報を受けた経緯を詳細に記入すること。  

  情報内容の聴取にあたっては、可能な限り、次に掲げる事項について確認すること。  

     １  落札予定業者名  

     ２  落札予定金額  

     ３  話合いに関与した業者名  

     ４  話合いの日時、場所及び方法  

     ５  話合いの内容  

     ６  情報を知った経緯



様式２  

 

                              誓  約  書  

 

 

                                                                 年   月   日  

 

 

  岐阜県知事                    様  

 

 

                                                住    所  

 

                                                商号又は名称  

 

                                                代 表 者 名       

 

                                                代 理 人 氏 名       

 

 

 

  今般の           工事の              入札に関し、私的独占の禁止及び公  

 

正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）及び刑法（明治４０年法律第４５  

 

号）第９６条の６の規定に違反する行為は行っていないことを誓約します。  

 

 なお、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律又は刑法第９６条の６の規定に   

 

違反した行為があったと認められるときは、工事請負契約約款第４７条の２第１項の規定   

 

により契約を解除され、又は同約款第４７条の３の規定により損害賠償金を請求されても  

 

異議はありません。  

 

 また、この誓約書の写が、公正取引委員会に送付されても異議はありません。  

 

 

 



様式３  

 

号  

平成  年  月  日  

 

 

 公正取引委員会事務局  

  中部事務所長  様  

 

                              岐阜県○○部局長  

 

 

    談合情報に対する資料の送付について  

 

 岐阜県発注の建設工事について、談合情報がありましたので、別添のとおり資料を送付  

します。  

（なお、本件入札は、落札者と契約することとしました。）  

（なお、本件入札は、取り止めすることとしました。）  

（なお、本件入札は、無効とすることとしました。）  

（なお、本件契約は、解除とすることとしました。）  

 

記  

 

 １  工事名  

 ２  発注機関  

 ３  添付資料  

 （１）談合情報報告書（写）  

 （２）事情聴取書（写）  

 （３）誓約書（写）  

 （４）入札調書（写）  

 （５）その他  

 

 

                                                          担当  

                                                          電話  

                                                          内線  

 



                  談合情報対応フロー図１    

 

[入札執行前に情報を把握した場合 ] 

 

       入札談合情報         

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 入札制度運営調査委員会              

  

   

 調査に値しない   調査に値する   

   

  

 

 

誓 約 書 の 提 出        

警 告        

 事 情 聴 取         

  

 

 

 

 

                〈入札の実施〉  

 

 

 

・一定の場合における契約の取り止めの確認  

・誓約書の提出  

・入札書の提出  

・工事費内訳書の徴収  

 

 

 

  入 札 執 行         

 

 

 

  

  開   札   

  

 契 約 締 結           

 情報と異なった結果   情報どおりの結果   

   

 契約締結   契約保留   

  

 

 

調  査  

･事情聴取､内訳書の分析等 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 入札制度運営調査委員会   

  

   

 

 

談合の事実が確認  

できない場合  

 

 

談合の事実があった  

と認められる場合  

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

落札者と契約

するのが妥当  

 

 

 

落札者と契約し

ないのが妥当  

 

 

 

   

    

 落札者と契約   契約の取り止め   入 札 の 無 効         

                                 

                                

                【公正取引委員会へ通知   併せて誓約書写・入札調書写送付】



                  談合情報対応フロー図１－２  

                                                               

[入札執行前に情報を把握した場合（電子入札） ] 

 

       入札談合情報         

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 入札制度運営調査委員会              

  

   

 調査に値しない   調査に値する   

   

 

 

 

 

 

 

 入 札 執 行         入 札 の 実 施         

 

 

                   

          

 

 

 誓 約 書 の 提 出             開   札   

 

 

 

 

 

 

  

   

 情報と異なった結果   情報どおりの結果           

   

 

 

 誓約書の提出         

  

 契 約 締 結         契 約 締 結         契 約 保 留         

  

 事 情 聴 取          

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 工事費内訳書の徴収   

  

 誓約書の提出         

  

 

 

調  査  

・事情聴取、内訳書の分析等 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 入札制度運営調査委員会   

  

   

 

 

談合の事実が確認  

できない場合  

            

              

談合の事実があった  

と認められる場合  
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